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島根原子力発電所１号機の廃止措置計画変更に対する意見について 

 

令和５年８月８日付第202300149824号で意見照会のあった安全協定第６条に基づく廃止措置計画

変更に関する事前報告について、廃止措置の全体計画及び原子炉本体周辺設備等解体撤去期間（第

２段階）の廃止措置の実施に限り了解し、引き続き地域住民の安全を最優先に廃止措置が進められ

るよう要請します。 

貴職から、本市の意見を踏まえて、中国電力及び「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等

に関する覚書」に基づく島根県への意見提出をお願いします。 

 なお、下記事項について、中国電力への回答に際して、及び国に対して要請を行っていただきま

すようお願いします。 

記 

１ 安全対策について  

廃止措置作業を行う場合は、住民の安全確保及び環境の保全を図ることを最優先に、関係法令

及び安全協定等を遵守し、適切に実施すること。また、地震等の自然災害への対応を含め、廃止

措置の段階に応じた安全対策を講じること。  

２ 廃止措置内容の説明について  

廃止措置の実施状況について、適宜、地域住民及び関係自治体に対して分かりやすく丁寧な説

明を行うこと。  

３ 中国電力の対応について  

県民の安全第一を旨とし、関係自治体など地元への正確な情報提供、設備面での対応だけでな

く、組織・人員体制、教育訓練といった人的な対応に関する不断の充実・強化、原子力安全文化

の醸成、自主的かつ主体的な安全対策、周辺自治体の防災対策への協力など、万全な原子力安全

対策を責任を持って行うこと。  

４ 使用済燃料の処分について  

使用済燃料の全量搬出・譲渡しについて、責任を持って、安全な管理及び実効性のある処分を

適正に行うこと。  

５ 放射性廃棄物の処理について  

廃止措置に伴って発生する放射性廃棄物については、責任を持って、安全を第一に、関係する

規制基準等に従い、放射能レベルに応じて適切かつ確実な管理及び処分を適正に行うこと。  

６ 放射性物質の漏えい防止対策について  

系統除染に使用した薬液や解体等の作業に伴う放射性粉じん等について、周辺環境への影響防

止の観点から、放射性物質の漏えい防止対策に万全を期すこと。 

 

＜国に対する要請＞ 

国による原子力防災対策に係る費用負担 

長期にわたって必要となる原子力防災対策に係る費用について、国の責任において適切な財政

措置を行うこと。  
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